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１．事業概要 

本プロポーザル実施要領は、桶川市財務会計システムサービス提供業務を発注するにあ

たり、複数事業者からの提案内容を比較検討し、桶川市の示す条件に合致したシステムの

調達を図るためのものである。 

 

（１）業務名称 

桶川市財務会計システムサービス提供業務 

 

（２）業務内容 

桶川市財務会計システムサービス提供に係る公募型プロポーザル仕様書（以下「仕様書」

という。）のとおり。ただし、この仕様書は業務成果として求める最低限の仕様を標準と

して示すものであり、提案者の独自提案の内容を制限するものではない。 

 

（３）参加資格 

本プロポーザルに参加する場合は、参加表明提出時までに下記の要件を満たすもので

あること。 

① 平成３１年４月１日以降、国又は地方公共団体の発注による本業務の内容と同種

の業務又は類似の業務を元請として受注した実績を有すること。 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

こと。 

③ 本市の令和５・６年度競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

  ④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしていないこ

と。 

  ⑤ 公募開始日から契約締結までの期間に、桶川市建設工事等の契約に係る入札参加停

止等の措置要領（令和２年桶川市告示第７７号）により、入札参加停止の措置を受け

ていないこと。 

  ⑥ 公募開始日から契約締結までの期間に、桶川市建設工事等暴力団排除措置要綱（平

成８年桶川市告示第４６号）に基づく入札参加除外等の措置を受けていないもので

あること。 

  ⑦ 法人税、消費税及び地方消費税に未納がないこと。 

  ⑧ プライバシーマークや情報セキュリティーマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）等、

第三者機関の評価によるセキュリティー基準の認証を受けていること。 

 

 



 

2 

（４）上限価格 

上限価格 ￥５５，０００，０００（消費税相当額を含む） 

但し、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すため 

のものであることに留意すること。 

 

２．プロポーザルの実施スケジュール 

本プロポーザルの審査は、次表のとおり実施する。 

No 項 目 期 限 等 

1 公募の開始 令和６年８月１９日（月） 

2 質問書の提出期限 令和６年８月２３日（金） 午後５時まで 

3 質問書の回答 令和６年８月３０日（金） 

4 参加表明書提出期限 令和６年９月６日（金） 午後５時まで 

5 参加承認通知 

（提案関係書類提出依頼） 

令和６年９月１１日（水） 

6 提案関係書類の提出期限 令和６年９月３０日（月） 午後５時まで 

7 プレゼンテーション 令和６年１０月上旬 

8 優先交渉権者決定 令和６年１０月中旬 

 

３．参加意思表明 

（１）参加表明書の提出 

本プロポーザルへの参加の意思がある者は，次の提出書類を期限までに提出するもの

とする。提出期限後の参加表明書は受け付けることができない。 

   なお，参加表明後、事情等により参加を辞退する場合には，速やかに辞退届（任意様

式）を提出すること。 

① 提出書類 

１）プロポーザル参加表明書（様式第３号） 

２）会社概要書(様式第４号) 

３）業務実績調書(様式第５号) 

４）法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３）の写し 

※ 発行日が提出日前３か月以内のもの。 

５）商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書） 

※ 発行日が提出日前３か月以内のもの。 

６）プライバシーマーク登録証の写しや情報セキュリティーマネジメントシステム

（ＩＳＭＳ）の資格証の写し等セキュリティー基準の認証を受けていることを証

明するもの。 

② 提出期限   令和６年９月６日（金）午後５時まで 
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③ 提出先   桶川市企画財政部財政課 

④ 提出方法   上記提出先へ持参又は郵送すること。 

※ 郵送は簡易書留郵便とし、提出期限までに到着すること。 

 

（２）参加承認通知  

参加表明書等の提出があったときは、参加資格について確認し、その結果を当該参加表

明書を提出した者に通知するものとする。なお、結果の通知は令和６年９月１１日（水）

を予定している。 

提案資格が認められた者は、企画提案書等を提出することができる。 

 

４．質問及び回答 

（１）質問の提出 

本プロポーザルに関して疑義がある場合は、「質問書」（様式第１号）を作成し、以下

のとおり電子メールにて送付すること。 

① 提出期限 令和６年８月２３日（金）午後５時まで 

② 提出方法 電子メールにて送付するものとする。 

      ※ 件名を『【財務会計プロポーザル質問書】社名』とすること。 

      ※ 必ず電話で受信確認等を行うこと。 

③ 提出先 zaimu@city.okegawa.lg.jp 

④ 提出様式 質問書（様式第１号） 

 

（２）質問の回答 

質問の回答は、各社からの質問事項をすべて取りまとめ、参加事業者に電子メールに

て回答するものとする。なお、質問及び回答の内容は本市ＨＰにて公表する。 

回答の送付は、令和６年８月３０日（金）を予定している。 

 

５．提案関係書類 

（１）提出書類  

① 提出書類（各書類正本１部、副本６部及び、提出書類を格納した CD-Rを１枚提出

すること） 

１）企画提案書等送付書（様式７号） 

２）業務実施体制書（様式８号） 

３）機能要件一覧（様式９号） 

４）見積書（様式１０号） 

５）企画提案書（任意様式） 

② 提出期限 令和６年９月３０日（月）午後５時まで 

mailto:zaimu@city.okegawa.lg.jp
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③ 提出先 桶川市企画財政部財政課 

④ 提出方法 上記提出先へ持参すること。 

期限までに提出がない場合は、採点を行わない。 

 

（２）企画提案書作成要領 

① 企画提案書は、別紙「企画提案書記載項目」に従い作成すること。特に、記載項

目の順序は、別紙「企画提案書記載項目」の順序と同一とすること。 

② 企画提案書の記述にあたっては、説明を要せずとも企画提案書を読んで理解でき

る内容とすること。 

③ 企画提案書は、Ａ４版、横書き、両面印刷にて作成すること。 

④ ページ数は、５０ページ以内で作成すること。（表紙と目次はページ数に含めな

い。） 

なお、図面等補足資料でＡ３用紙を使用する場合は、Ａ４版に織り込むようにし、

１ページとしてカウントすること。 

⑤ 各ページには、ページ番号を記載すること。 

⑥ 文字の大きさは、１０ポイント以上とすること。 

⑦ CD-Rに保存するファイル形式は、PDF形式とする。 

 

（３）提案見積書作成要領 

① 提案見積書の別紙様式を使用すること。 

「見積書（様式１０号）」 

② 提案価格は、日本円、消費税込みで表記すること。 

③ 提案価格は、導入に係る経費、運用に係る経費（令和７年１０月１日～令和１２

年９月３０日まで）の総額を記載すること。 

④ CD-Rに保存するファイル形式は、PDF形式とする。 

 

（４）機能要件一覧回答要領 

① 機能要件書は、別紙「機能要件一覧」に回答を記載すること。 

② 機能要件一覧の回答要領は、要件毎に以下の基準にて回答すること。 

※ 現時点：令和６年７月末現在とする。 

項目 回答 回 答 基 準 

 

機能要件書 

対応状況欄 
〇 

標準機能で対応可能な機能 

カスタマイズは要するが提案金額内で対応可能な機能 

現在は機能を有していないが、運用開始時には標準機能として対応

可能な機能 

△ 代替機能により対応可能な機能（備考欄に代替案を記載すること。） 
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③ CD-Rに保存するファイル形式は、Microsoft Excelで編集可能な形式とする。 

 

６．プレゼンテーション実施概要 

（１）実施内容 

提案事業者は、企画提案内容のプレゼンテーション及び本業務の調達システムのデ

モンストレーションを実施する。 

① 場   所   桶川市役所 

② 実施日時 令和６年１０月上旬 

※ 実施日時の詳細は、プロポーザル参加者が確定後、別途通知する。 

③ 実施時間 プレゼンテーション３０分（説明２０分、質疑１０分） 

デモンストレーション１５０分（説明１２０分、質疑３０分） 

         合計１８０分 

④ プレゼンテーションの内容は、事前に提出した企画提案書の内容と相違しないよ

う留意すること。 

⑤ 「機能要件一覧」で「△」と回答した項目は代替機能のデモンストレーションを

行うこと。 

⑥ 質疑の際に審査委員が追加のデモンストレーションを求めた場合は、実施するこ

と。 

⑦ 会場及びプロジェクター、スクリーンは当市が準備するものとし、説明用ＰＣ・

資料は提案事業者にて準備すること。 

 

（２）結果通知 

プレゼンテーションの結果については、令和６年１０月中旬以降に通知する。 

 

７．選定 

（１）選定機関 

桶川市財務会計システムサービス提供業務の選定は、桶川市財務会計システムサービ

ス提供事業者審査委員会（以下「審査委員会」という。）により行う、審査委員会の事務

局は、企画財政部財政課があたる。 

 

（２）評価基準 

提案の評価については、「桶川市財務会計システムサービス提供に係る公募型プロポ

ーザル評価基準」に基づき、提出された企画提案書等の審査を行い、その提案内容の詳

細を確認し、最も優れた提案を行った事業者から順に優先交渉の相手方としての順位付

けを行う。 
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８．提案者の失格 

提案者又はその提出した企画提案書等の内容が次のいずれかに該当する場合は、当該提

案者を失格とする。 

① 実施要領等に示された条件に適合しない場合 

② 企画提案書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

③ 企画提案書等に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

④ 虚偽の内容が記載されている場合 

⑤ 審査の公平を害する行為や信義に反する行為があった場合 

⑥ 提案者が桶川市業務委託契約約款（平成２３年桶川市告示第１９３号）第２１条第

１０号アからキのいずれかに該当している場合 

⑦ 失格に相当する事由があると市長が認めた場合 

 

９．契約の締結 

優先交渉権者と企画財政部財政課とで、必要に応じて事業内容について協議し、契約を

締結するための仕様内容の調整を行う。契約締結は、令和６年１１月以降とする。 

なお、仕様の調整において双方合意に至らない場合は、次点となった事業者と「仕様の

調整」を行い、これを契約者とする場合がある。 

 

１０．その他の留意事項 

本事業における注意事項を以下に示す。  

① 提案事業者は、複数の提案を行うことはできない。 

② 本プロポーザルに参加する費用は、すべて提案事業者の負担とする。 

③ 提出書類の著作権は、参加者に帰属する。なお、提出書類は、企画提案選定を行う

作業に必要な範囲において、複製をすることがある。 

④ 提出された書類は、一切返却しない。  

⑤ プロポーザルに関する問い合わせは、以下のとおりとする。 

 桶川市役所 企画財政部 財政課  

 〒３６３－８５０１ 埼玉県桶川市泉１丁目３番２８号 

 TEL ０４８－７８８－４９０５（直通） 

 FAX ０４８－７８７－５４０９ 

    e-mail zaimu@city.okegawa.lg.jp 

以 上 


